
下水道事業受益者変更届（阿寒地区）～①
下水道事業受益者分担金土地等の状況の変更届出書～②
※阿寒地区に土地を所有されている方はこちらの
　届出用紙になります。

・提出先
　釧路市阿寒町行政センター

・手続名
下水道事業受益者変更届～①

下水道事業受益者分担金土地等状況の変更届出書～②

・お問い合わせ先

釧路市阿寒町行政センター

釧路市阿寒町中央1丁目4番1号

電話　0154-66-2121　ＦＡＸ0154-66-3683

・概要説明
　阿寒地区に土地を所有されている方は賦課がされた

時点に土地を所有された方へ土地の利用状況に応じて

分担金の金額が設けられます。土地の所有者や利用状

況が変わった場合、分担金の金額が変更となります。

・手続方法
　売買等により所有者が変わった場合は①下水道事業

受益者変更届出書に、家屋の新設等により土地の利用

状況が変わった場合は②下水道事業受益者分担金土地

等状況の変更届出書に必要事項を記載の上、釧路市阿

寒町行政センターへ提出してください。

・記載方法
①下水道事業受益者変更届

　新旧受益者の氏名、住所、電話番号を記載してください。

対象となる土地の所在、地積を下欄に記入してください。

②下水道事業受益者分担金土地等状況の変更届出書

　受益者の氏名、住所、電話番号を記載してください。

下欄に土地の所有者氏名、変更前、変更後の土地の地積及び

対象地積を記載してください。

・用紙サイズ

Ａ４縦２ページ　

平成　　　年　　　月　　　日

次のとおり受益者分担金の徴収猶予を受けた土地等に状況の変更がありましたので、釧路市下水道

事業受益者分担金条例施行規程９条の規定により届け出ます。

釧路市公営企業管理者　あて

(受益者) 住所

氏名

電話

猶予面積の算出 地積計 （120坪）

家屋等の面積が396㎡までの場合 ㎡ ― 396㎡ ＝ ㎡

地積計 家屋等の面積

家屋等の面積が396㎡を超える場合 ㎡ ― ＝ ㎡

徴収猶予申請の理由

1 「排水設備の設置義務がある家屋等」がない土地

2 「排水設備の設置義務がある家屋等」の面積が396㎡までの場合

3 「排水設備に設置義務がある家屋等」の面積が396㎡を超える場合

4 徴収猶予の理由がなくなる場合

1 下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書の内容及び受益者に変更があった場合は届け出てください。

2 届出の内容について、下水道事業受益者申告書で申告した内容と異なる場合は併せて変更してください。

変

更

内

※受益者番号

下水道事業受益者分担金土地等の状況の変更届出書

（土地等の状況による猶予関係）

容

受益者の住所

受益者の氏名

変
電　話　番　号

更
土地の所在地 地積 対象地積 徴収猶予期間

前
丁目 ㎡

の
丁目 番 ㎡ ㎡

番 ㎡

内
丁目 番 ㎡ ㎡

容
丁目 番 ㎡ ㎡

電　話　番　号

土地の所在地 地積 対象地積 徴収猶予期間

計 ㎡ ㎡

受益者の住所

受益者の氏名

㎡

更

丁目 番 ㎡ ㎡

後

丁目 番

㎡

変

丁目 番

㎡

容

㎡ ㎡

の

丁目 番 ㎡ ㎡

内

計 ㎡

年　　　　月　　　　日

次のとおり受益者が変更になりましたので、釧路市下水道事業受益者分担金条例施行規程第１４条の

規定により届け出ます。

釧路市公営企業管理者　あて

 住所

旧受益者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　

 電話

 住所

新受益者　氏名　　　　               　　　　　

 電話

 住所  住所

 氏名  氏名

 電話  電話

 住所  住所

 氏名  氏名

 電話  電話

１　※印は記入しないでください。

２　権利の種類欄は、受益者が土地の所有者以外の場合記入してください。

３　新旧受益者の方の分担金については、「下水道事業受益者分担金変更通知書」によりお知らせします。

※受益者番号

下水道事業受益者変更届

       　　　　　　  受益者が土地の所有者以外の場合は、下記の欄も記入してください。

旧 新

土地の所有者

土地の権利者

（　代表者　）

土地の所在地 地　積 変更年月日 権利の種類 変更の理由

丁目 番

丁目 番 ㎡

丁目 番 ㎡

㎡

丁目 番 ㎡

丁目 番 ㎡

丁目 番 ㎡

1

2


